
答申のとりまとめに向けて

【本日ご議論いただくこと】

１．答申への記載内容の議論
・記載する項目（これまで出た意見から、新たな項目を抽出）
・意見の方向性

２．答申の作成方法
・誰が、どのように

３．次回審議会開催時期、審議内容

議第３号
説明資料④

諮 問 書 の 内 容
１ 諮問事項
滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づく取組の検証について

２ 諮問理由
滋賀県流域治水の推進に関する条例制定から10年目を迎え、社会情勢が

変化したことから、より一層「滋賀の流域治水」の推進を図るため、条例に基
づく取組の検証について御審議いただきたい。


